
（10）職業能力開発の充実
ア　障害者職業能力開発校における職業訓練の推進
　一般の公共職業能力開発施設において職業訓練を受けることが困難な重度の障害のある人に
ついては、障害者職業能力開発校において、職業訓練を実施している。
　2021年４月１日現在、障害者職業能力開発校は国立が13校、府県立が６校で、全国に19校が
設置されており、国立13校のうち２校は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営
し、他の11校は都道府県に運営を委託している。
　障害者職業能力開発校は、入校者の障害の重度化・多様化が進んでいることを踏まえ、個々
の訓練生の障害の態様を十分に考慮し、きめ細かい支援を行うとともに、職業訓練内容の充実
を図ることにより、障害のある人の雇用の促進に資する職業訓練の実施に努めている。
　なお、障害者職業能力開発校の就職率については、「障害者基本計画（第４次）」において、
2022年度に70％となるよう目標設定されており、2019年度は65.8％であった。

イ　一般の公共職業能力開発施設における受入れの促進
　都道府県立の一般の公共職業能力開発施設において、精神保健福祉士等の相談体制の整備を
図るとともに、精神障害のある人等の受入れに係るノウハウの普及や対応力の強化に取り組ん
でいる。

ウ　障害者の多様なニーズに対応した委託訓練
　雇用・就業を希望する障害のある人の増加に対応し、居住する地域で職業訓練が受講できる
よう、企業、社会福祉法人、特定非営利活動法人、民間教育訓練機関等を活用した障害者の多
様なニーズに対応した委託訓練（以下「障害者委託訓練」という。）を各都道府県において実
施している。
　障害者委託訓練は、主として座学により知識・技能の習得を図る「知識・技能習得訓練コー
ス」、企業の現場を活用して実践的な職業能力の向上を図る「実践能力習得訓練コース」、通校
が困難な人などを対象とした「e-ラーニングコース」、特別支援学校高等部等に在籍する生徒
を対象とした「特別支援学校等早期訓練コース」及び在職障害者を対象とした「在職者訓練コー
ス」の５種類があり、個々の障害特性や企業の人材ニーズに応じて多様な職業訓練を行うこと
が可能な制度である。なお、障害者委託訓練修了者の就職率については、「障害者基本計画（第
４次）」において、2022年度に55％となるよう目標設定されており、2019年度は46.0％であった。

エ　精神障害・発達障害のある人に対する職業訓練
　ハローワークに求職を申し込む精神障害や発達障害のある人の増加が近年著しいことを踏ま
え、精神障害や発達障害のある人の障害特性に配慮した訓練コースの設置を推進することとし
ている。このため、都道府県が運営する障害者職業能力開発校で精神障害や発達障害のある人
の障害特性に配慮した訓練コースの設置が円滑に行われるよう独立行政法人高齢・障害・求職
者雇用支援機構が運営する障害者職業能力開発校において、訓練計画の策定、指導技法、訓練
コース設置後のフォローアップ支援を行っている。また、前述の障害者委託訓練においても、
精神障害のある人の増加や精神障害のある人向けの職業訓練の実施に係るノウハウの蓄積が乏
しい現状を踏まえ、2014年度から、地域の就労支援機関に委託して精神障害のある人向け職業
訓練の受託先の開拓や職業訓練の設定、実施等の支援を行っている。
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オ　障害のある人の職業能力開発に関する啓発
①　全国障害者技能競技大会（愛称：アビリンピック）の実施
　全国障害者技能競技大会は、障害のある人が日頃培った技能を互いに競い合うことにより、
その職業能力の向上を図るとともに、企業や社会一般の人々が障害のある人に対する理解と
認識を深め、その雇用の促進を図ることを目的として、アビリンピックの愛称の下、1972年
から実施している。
　2020年度には、愛知県常滑市で第40回大会が開催（11月13日～15日）された。

②　国際アビリンピックへの日本選手団の派遣
　国際アビリンピックは、1981年の「国際障害者年」を記念して、障害のある人の職業的自
立意欲の増進と職業技能の向上を図るとともに、事業主及び社会一般の理解と認識を深め、
更に国際親善を図ることを目的として、1981年10月に第１回大会が東京で開催され、以降お
おむね４年に１度開催されている。第９回国際アビリンピックがフランス共和国ボルドー市
において2016年３月に開催され、日本から、第35回全国大会での成績優秀者31名の選手が参
加した。
　次回は、ロシア連邦モスクワ市での開催が予定されている。

（11）雇用の場における障害のある人の人権の確保
　全国の法務局・地方法務局及びその支局では、人権相談等により、雇用の場における障害のあ
る人に対する差別的取扱い等の人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵犯事件と
して調査を行い、事案に応じた適切な措置を講ずるなどして、人権侵害による被害の救済及び予
防を図っている。

第40回全国障害者技能競技大会

　2020年度は、11月13日から15日までの３日間にわたり、愛知県常滑市において、第40回全国障害
者技能競技大会が開催された。
　今大会は、第10回国際アビリンピックへの派遣選手選考のための大会として位置づけて実施され、
国際大会の競技種目である「写真撮影」および「パソコン組立」を加えた全25種目に全国から330
人の選手が参加し、日頃培った技能を競い合った。
　また、新型コロナウイルスの感染拡大の防止策を講じた上で無観客での開催となり、例年実施し
ている技能デモンストレーションや障害者ワークフェアは実施されなかったが、大会の様子を専用
Webサイト上で動画配信するなど、これまでにない取組も行われた大会となった。

写真撮影種目競技風景（第40回大会） パソコン組立種目競技風景（第40回大会）
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３．「働き方改革」の実現

　「働き方改革」は、若者も高齢者も、女性も男性も、障害や難病のある人も、一度失敗を経験した
人も、誰もが活躍できる「一億総活躍社会」の実現に向けた最大のチャレンジであり、働く方の視点
に立ち、働く方一人ひとりの意志や能力、置かれた事情に応じた多様な働き方の選択を可能とするた
めの改革である。
　2017年３月、内閣総理大臣を議長とする「働き方改革実現会議」において、「働き方改革実行計画」
が取りまとめられた。
　本実行計画には、長時間労働の是正、同一労働同一賃金の実現などによる非正規雇用の処遇改善の
ほか、障害者等の希望や能力を活かした就労支援の推進として、長期的寄り添い型支援の重点化等、
障害のある人の一般就労に向けた在学中からの一貫した支援、在宅就業支援制度の活用促進等が盛り
込まれた。
　引き続き、「働き方改革実行計画」における障害のある人への支援についても、10年先を見据えたロー
ドマップに沿って、着実に施策を進めていく。
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